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令和３年度ＰＲＴＲデータ（化学物質の排出量・移動量の集計結果）の概

要 

 
1．排出量・移動量の届出状況 

 令和３年度に事業者が把握した排出量・移動量について、全国で 32,729 の事業所から届出がありまし

た。業種別及び都道府県別にみた届出状況は以下のとおりです。 

 

業種別にみた届出状況 

 
 

都道府県別にみた届出状況 

 
 

業種名
届出

事業所数

届出物質

種類数
業種名

届出

事業所数

届出物質

種類数

金属鉱業 20 37 武器製造業 4 14

原油・天然ガス鉱業 18 36 その他の製造業 91 46

食料品製造業 407 48 電気業 191 68

飲料・たばこ・飼料製造業 140 33 ガス業 18 5

繊維工業 153 64 熱供給業 7 7

衣服・その他の繊維製品製造業 24 20 下水道業 2,010 35

木材・木製品製造業 171 30 鉄道業 44 16

家具・装備品製造業 77 25 倉庫業 102 74

パルプ・紙・紙加工品製造業 389 94 石油卸売業 439 16

出版・印刷・同関連産業 284 41 鉄スクラップ卸売業 5 6

化学工業 2,299 426 自動車卸売業 4 7

石油製品・石炭製品製造業 565 115 燃料小売業 14,552 12

プラスチック製品製造業 1,017 137 洗濯業 119 10

ゴム製品製造業 285 96 写真業 1 1

なめし革・同製品・毛皮製造業 17 17 自動車整備業 102 10

窯業・土石製品製造業 556 121 機械修理業 16 22

鉄鋼業 358 89 商品検査業 29 10

非鉄金属製造業 509 101 計量証明業 28 21

金属製品製造業 1,764 92 一般廃棄物処理業 1,667 40

一般機械器具製造業 764 83 産業廃棄物処分業 446 60

電気機械器具製造業 1,198 123 医療業 102 11

輸送用機械器具製造業 1,106 109 高等教育機関 134 16

精密機械器具製造業 242 58 自然科学研究所 255 58

合計 32,729 432

都道府県
届出

事業所数

届出物質

種類数
都道府県

届出

事業所数

届出物質

種類数
都道府県

届出

事業所数

届出物質

種類数

北海道 1,816 153 石川県 411 146 岡山県 762 210

青森県 412 86 福井県 327 164 広島県 774 212

岩手県 499 94 山梨県 291 91 山口県 518 246

宮城県 717 137 長野県 1,085 116 徳島県 247 110

秋田県 449 84 岐阜県 831 157 香川県 358 107

山形県 452 119 静岡県 1,326 217 愛媛県 456 153

福島県 901 224 愛知県 1,905 222 高知県 177 53

茨城県 1,061 229 三重県 726 215 福岡県 1,118 178

栃木県 708 167 滋賀県 595 174 佐賀県 285 119

群馬県 750 157 京都府 522 149 長崎県 313 54

埼玉県 1,396 225 大阪府 1,418 220 熊本県 512 105

千葉県 1,201 218 兵庫県 1,439 259 大分県 381 149

東京都 1,004 125 奈良県 263 102 宮崎県 326 114

神奈川県 1,222 217 和歌山県 257 172 鹿児島県 437 84

新潟県 916 169 鳥取県 227 58 沖縄県 205 43

富山県 482 142 島根県 251 79 合計 32,729 432

別添 1 
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2．集計結果の概要 

（1）届出排出量・移動量の集計結果（別紙 1 及び別紙 2 参照） 

1）全国・全物質の届出排出量・移動量 

 

総届出排出量・移動量 

総届出排出量 総届出排出量に
対する構成⽐ 

総届出排出量・移動量 
に対する構成⽐ 

  ⼤気への排出 ︓ 113 千トン 91% 30% 
  公共⽤⽔域への排出 ︓ 6.8 千トン 5.4% 1.8% 
  ⼟壌への排出 ︓ 1.3 トン 0.0010% 0.00033% 
  事業所内の埋⽴処分 ︓ 5.0 千トン 4.0% 1.3% 
 ⼩計 ︓ 125 千トン 100% 33% 

総届出移動量    総届出移動量に 
対する構成⽐ 

総届出排出量・移動量 
に対する構成⽐ 

  事業所外への廃棄物としての移動 ︓ 258 千トン 99.6% 67% 
  下⽔道への移動 ︓ 0.93 千トン 0.36% 0.24% 
⼩計 ︓ 259 千トン 100% 67% 

合計 ︓ 384 千トン - 100% 
※以降、構成比は有効数字 2 桁で示す。そのため、各項目の合計と小計が一致しない場合がある。 

 
総届出排出量・移動量の構成 
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2）全国の届出排出量・移動量の多い物質 

届出排出量・移動量の多い上位 10 物質の合計は 285 千トンで、総届出排出量・移動量 384 千ト

ンの 74％に当たります。 

 

 上位 5 物質は、以下のとおりです。 

         ※括弧内は、総届出排出量・移動量の合計に対する構成比を示す。 
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① トルエン（合成原材料や溶剤として幅広く使用） ： 89 千トン （構成比 23％） 

② マンガン及びその化合物 (特殊鋼・電池などに使

用) 

： 67 千トン （   〃  17％） 

③ キシレン (合成原材料や溶剤として幅広く使用) ： 27 千トン （   〃  7.1％） 

④ クロム及び三価クロム化合物（特殊鋼などに使用） ： 27 千トン （   〃  6.9％） 

⑤ エチルベンゼン（溶剤などに使用） ： 18 千トン （   〃  4.6％） 

届出排出量・移動量上位 10 物質とその量 
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3）全国の届出排出量の多い物質 

 届出排出量の多い上位 10 物質の合計は 107 千トンで、総届出排出量 125 千トンの 86％に当たり

ます。 

 

 上位 5 物質は、以下のとおりです。 

① トルエン  （合成原料や溶剤などに使用） ： 43 千トン （構成比 34％） 

② キシレン  （合成原料や溶剤などに使用） ： 20 千トン （  〃   16％） 

③ 
エチルベンゼン （合成原料や溶剤などに使

用） 
： 14 千トン （  〃   11％） 

④ ノルマル－ヘキサン（溶剤などに使用） ： 8.7 千トン （  〃    7.0％） 

⑤ 塩化メチレン  （金属洗浄などに使用） ： 8.4 千トン （  〃    6.7％） 

        ※括弧内は、総届出排出量の合計に対する構成比を示す。 
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4）業種別の届出排出量・移動量 

製造業・非製造業をあわせた全 46 業種のうち、製造業（23 業種）における届出排出量・移動量の

合計は 372 千トンで、総届出排出量･移動量 384 千トンの 97％を占めます。 

届出排出量・移動量の多い上位 10 業種の合計は 345 千トンで、総届出排出量・移動量の 90％

に当たります。 

 

上位 10 業種は、以下のとおりです。   

① 化学工業    ： 126 千トン （構成比  33％） 

② 鉄鋼業    ：  86 千トン （ 〃    22％） 

③ 輸送用機械器具製造業  ：  32 千トン （ 〃    8.4％） 

④ プラスチック製品製造業   ：  23 千トン （ 〃    6.1％） 

⑤ 金属製品製造業   ：  20 千トン （ 〃    5.1％） 

⑥ 電気機械器具製造業  ：  19 千トン （ 〃    4.8％） 

⑦ 非鉄金属製造業    ：  13 千トン （ 〃    3.4％） 

⑧ 一般機械器具製造業  ：   9.1 千トン （ 〃   2.4％） 

⑨ 窯業・土石製品製造業  ：   8.9 千トン （ 〃   2.3％） 

⑩ 出版・印刷・同関連産業      ：   7.5 千トン （ 〃   1.9％） 

 

      ※括弧内は、総届出排出量・移動量の合計に対する構成比を示す。 
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5）業種別の届出排出量 

届出排出量の多い上位 10 業種の合計は 102 千トンで、総届出排出量の 81％に当たります。 

 

  上位 10 業種は、以下のとおりです。 

① 輸送用機械器具製造業  ：  28 千トン （構成比   22％） 

② 化学工業    ：  16 千トン （ 〃    13％） 

③ プラスチック製品製造業  ：  14 千トン （ 〃    11％） 

④ 金属製品製造業   ：  10 千トン （ 〃     8.4％） 

⑤ 一般機械器具製造業  ：   6.9 千トン （ 〃   5.6％） 

⑥ 非鉄金属製造業    ：   6.3 千トン （ 〃   5.0％） 

⑦ 出版・印刷・同関連産業      ：   5.3 千トン （ 〃   4.3％） 

⑧ パルプ・紙・紙加工品製造業 ：   5.2 千トン （ 〃   4.1％） 

⑨ ゴム製品製造業   ：   4.7 千トン （ 〃   3.7％） 

⑩ 電気機械器具製造業  ：   4.5 千トン （ 〃   3.6％） 

 

       ※括弧内は、総届出排出量の合計に対する構成比を示す。 
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（2）届出外排出量の集計結果（別紙 3 参照） 
1）全国・全物質の届出外排出量 

経済産業省及び環境省が推計を行った令和３年度の全国の届出外排出量の合計は、188 千トン

です。 

 その内訳は、以下のとおりです。 

 ・ 対象業種からの届出外排出量※1 ：   40 千トン（構成比    21％） 

 ・ 非対象業種からの排出量  ：   61 千トン（  〃     33％） 

 ・ 家庭からの排出量   ：   32 千トン（  〃     17％） 

 ・ 移動体からの排出量   ：   54 千トン（  〃     29％） 

 

※1 対象業種に属する事業を営む事業者からの排出量であるが、従業員数、年間取扱量その他の

要件を満たさないため届出対象とならないもの。 

※2 括弧内は、届出外排出量の合計に対する構成比を示す。 

 

 

 

 

届出外排出量の構成 
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2）移動体からの届出外排出量 

 移動体からの排出量（54 千トン）の内訳は、以下のとおりです。 

  ・ 自動車            ：    47  千トン（構成比    87％） 

  ・ 二輪車            ：     1.0 千トン（ 〃      1.8％） 

  ・ 特殊自動車（建設機械、農業機械、産業機械） 

                      ：     1.9 千トン（ 〃      3.4％） 

・ 船舶              ：     3.9 千トン（ 〃      7.1％） 

・ 鉄道車両           ：     0.13 千トン（ 〃      0.23％） 

  ・ 航空機             ：     0.053 千トン（ 〃     0.097％） 

 

      ※括弧内は、移動体からの届出外排出量の合計に対する構成比を示す。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    移動体からの届出外排出量の構成 
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（3）届出排出量と届出外排出量の合計（別紙 3 参照） 

1）全国の届出排出量と届出外排出量の合計 

全国の届出排出量（125 千トン）と届出外排出量（188 千トン）の合計は、313 千トンです。 

都道府県別の概観は以下のとおりです。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

都道府県別の届出排出量・届出外排出量の合計 
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2）届出排出量と届出外排出量の合計の多い物質 

届出排出量と届出外排出量の合計の多い上位 10 物質の合計は 224 千トンで、全体の 72％に当

たります。 

 

上位 5 物質は、以下のとおりです。 

           

      ※括弧内は、届出排出量と届出外排出量の合計に対する構成比を示す。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

① 
トルエン（溶剤・合成原料等、自動車等の排出ガス、

接着剤・塗料等に含有） 
： 80 千トン （構成比 25％） 

② 
キシレン（溶剤・合成原料等、自動車等の排出ガス、

接着剤・塗料等に含有） 
： 53 千トン （   〃  17％） 

③ 
エチルベンゼン（溶剤等、自動車等の排出ガス、塗料

等に含有） 
： 27 千トン （  〃   8.5％） 

④ 
ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（洗浄剤等

の界面活性剤） 
： 15 千トン （  〃   4.7％） 

⑤ 
ノルマル－ヘキサン（溶剤等、ガソリンや灯油の蒸発

ガス、自動車の排出ガス等に含有） 
： 15 千トン （  〃   4.7％） 

届出排出量・届出外排出量上位 10 物質とその排出量 
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（4）特定第一種指定化学物質の届出排出量・移動量の集計結果 

人に対する発がん性、生殖細胞変異原性又は生殖発生毒性のある特定第一種指定化学物質は

15 物質あり、届出排出量・移動量の合計は 14 千トンです。 

 

     上位 5 物質は、以下のとおりです。 

① 鉛化合物   ： 6.5 千トン  （構成比   47％） 

② ニッケル化合物  ： 3.0 千トン （ 〃     22％） 

③ ベンゼン ： 1.3 千トン （ 〃      9.4％） 

④ 砒素及びその無機化合物   ： 1.1 千トン （ 〃      7.7％） 

⑤ ホルムアルデヒド  ： 0.81 千トン  （ 〃      5.8％） 

    ※括弧内は、特定第一種指定化学物質の届出排出量・移動量の合計に対する構成比を示す。 

 

また、ダイオキシン類の届出排出量・移動量は 1.6kg-TEQ です。 

 

一方、特定第一種指定化学物質の届出排出量・移動量の合計に対する排出・移動先割合として

は、事業所外への廃棄物としての移動が最も多く（構成比 61％）、次いで事業所における埋立処分

（同 28％）、大気への排出（同 7.9％）などの順です。 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

特定第一種指定化学物質の届出排出量・移動量 
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（5）追加対象化学物質(*)の届出排出量・移動量の集計結果 
1）全国の追加対象化学物質の届出排出量・移動量 

追加対象化学物質（186 物質）の届出排出量・移動量は 40 千トン（総届出排出量・移動量比率

10％）であり、その内訳は、排出量 14 千トン（同 11％）、移動量 27 千トン（同 10％）です。 

   (*)平成 20 年の化管法施行令改正で、第一種指定化学物質として追加された物質 

z 

追加対象化学物質の排出量 14 千トン（総届出排出量比率 11％）の内訳は、以下のとおりです。 

・大気への排出  ：      14 千トン（総届出排出量比率 11％） 

・公共用水域への排出  ：       0.15 千トン（       〃     0.12％） 

・事業所内の土壌への排出 ：       0.002 トン （      〃   0.000002％） 

・事業所内の埋立処分  ：       0.トン    （      〃    0％） 

 

追加対象化学物質の移動量 23 千トン（総届出移動量比率 10％）の内訳は、以下のとおりです。 

・事業所外への廃棄物としての移動 ： 26 千トン （総届出移動量比率 10％） 

・下水道への移動           ：0.11 千トン（       〃      0.044％） 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

総届出排出量・移動量の構成（追加対象化学物質） 
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2）追加対象化学物質の届出排出量・移動量の多い物質 

追加対象化学物質の届出排出量・移動量の多い上位 10 物質の合計は 36 千トンで、追加対象化

学物質の届出排出量・移動量 40 千トンの 88％に当たります。 

 

 上位 5 物質は、以下のとおりです。 

① ノルマル－ヘキサン ： 14 千トン （構成比 34％） 

② 塩化第二鉄 ： 8.0 千トン （ 〃   20％） 

③ Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド ： 6.1 千トン （ 〃   15％） 

④ １，２，４－トリメチルベンゼン ： 3.2 千トン （ 〃    7.9％） 

⑤ １－ブロモプロパン ： 1.5 千トン （ 〃    3.7％） 

 ※括弧内は、追加対象化学物質の届出排出量・移動量の合計に対する構成比を示す。 
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追加対象化学物質の届出排出量・移動量上位 10 物質とその量 
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